
2010年農林業センサス
農林業経営体調査票 の 記 入 上 の 注 意（案）

農林水産省

■ 調査票を記入する前に、この「調査票の記入の仕方」をよくお読みください。

○ 調査結果の秘密の保護

調査結果は、調査項目の検討だけに使われます。調査員をはじめ調査関係者は、個人の調
査結果を他にもらしたり、課税等のその他の目的に使うことは法律で固く禁じられています。

○ ありのままの記入を

誤りのない記入をしていただかないと、試行調査の目的達成ができないことになりますので、
是非ありのままの記入をお願いします。

経営体ごとに調査票を記入してください

○ 調査票は経営体ごとに記入してください。

この調査で経営体とは、世帯、組織、法人などで、農林産物の生産を行っているか、又は委
託を受けて農林業作業を行っている方のことをいいます。

なお、一つの世帯に調査対象としての基準を満たす経営が複数ある場合（例えば、お父さん
が稲作経営、息子さんが畜産経営を独立して行っている場合）は、複数の調査票となります。
それぞれの経営について代表者の方が調査票を記入してください。

2面以降に「あなたの経営体の記入箇所」、「調査票の記入例、説明」があります。

調査票の提出について

○ 記入した調査票には、記入もれや記入誤りがないか十分確認してください。

○ 記入した調査票は、正確な結果を得るために、調査員によって記入もれ、記入誤り

などの確認が行われます。

○ 後日、調査票に記入もれ、記入誤りなどが見つかった場合は、確認のため、おたず

連絡先 :

℡

調 査 員 が

7月 日（ ） 時ごろ

調査票を受け取りにうかがいます。

午前
午後

● 調査票は、黒の鉛筆またはシャープペンシルで
記入してください。

● 数字は、１マスに１字ずつ算用数字で右に詰めて
記入してください。

● 該当のある項目だけ記入し、それ以外の項目には何も
記入しないでください。
0（ゼロ）や－（バー）を記入する必要はありません。

《１ha（町）の場合の記入の仕方》

例 ○例 ×

調査票記入にあたってのお願い

ねすることがありますので、ご協力をお願いします。

参考資料No.４



世帯単位で、農業又は林業の事業
を営んでいる方は、「１ 家族によ
る経営である」に○印を記入してく
ださい。

世帯以外で事業を営んでいる方は、
「２ 家族による経営でない」に○
印を記入してください。

なお、１人暮らしで農業又は林業
を営んでいる方や、家族の中で１人
で農業又は林業を営んでいる場合で
あっても「家族による経営である」
に該当します。

「店や消費者に直接販売」とは、
自ら生産した農産物や加工品を店

や消費者に直接販売しているものを
いいます。

例
・インターネット販売
・沿道等での無人販売
・道の駅での販売
・店や消費者との契約生産

「農家民宿」とは、
観光客等の第三者を宿泊させ、

自ら生産した農産物や地域の食材を
調理し料理を提供したりして、宿泊
代金を得ているものをいいます。

「農家レストラン」とは、
不特定の者に、自ら生産した農産

物や地域の食材を調理して料理を提
供し代金を得ているものをいいます。

「その他」とは、
該当項目以外で、農業生産に関連

した事業を行っていれば該当します。
なお、農作業の受託作業は「その

他」に該当します。

地域で従来から行われている栽培
方法と比べて投入量や回数を減らし
ている場合に該当します。

【２】農業経営の特徴
資本金・出資金の提供を受けている場合はもとより、例えば、建設会社が自ら農業経営（農業作業の受託のみも含みま

す）を開始し、建設業と農業をあわせて行っているような場合を含みます。
建設業・運輸業

土木関係の会社、鉄道会社、運送会社、宅配業者などです。
食料品製造業・飲食サービス業

食品加工会社、飲食店などの外食産業です。
飲食料品卸売・小売業

市場の卸売業者、商社、スーパーなどです。
その他

機械製造・販売業者、ホテル、NPO法人など、上記以外のすべて業種です。ただし、農協及び地方公共団体は含めません。

調査票の記入例、説明 ■ 調査票 1頁

一世帯に複数の経営者が居る場合については、
それぞれの経営の内容を別々の調査票に記入していただくこととしています。

同一の世帯内で複数の者がそれぞれ独立した経営管理又は収支決算のもとに行っている世帯の方です。

ここでは、父と息子の複数経営を
事例に説明させていただきます。
各頁青の注釈をご覧ください。



一世帯複数経営の場合
【３】世帯についての記入

世帯についての記入は、
① お父さんが世帯主の場合には、
お父さんの調査票に息子さん夫婦
を含めすべての世帯員を記入して
ください。（この場合、息子さん
の調査票では、【３】世帯欄は記
入しません。）

② 息子さんが世帯主の場合には、
息子さんの調査票にお父さんや
お母さんを含めすべての世帯員を
記入してください。（この場合、
お父さんの調査票では、【３】世
帯欄は記入しません。）

世帯主とは、
その家の生計についての責任をもって

いる人をいいます。

満年齢は、
下記年齢早見表を参考に記入してくだ

さい。

自営農業に従事した日数とは、
経営している農業への従事日数と、委託

を受けて行った農作業の従事日数を合わせ
た日数を記入してください。

自営農業に従事した日数と自営農業以外
の仕事に従事した日数とを比較し、多い方
に○印を記入してください。

なお、日数が同じ場合は、収入の多い方
に○印を記入してください。

一世帯複数経営の場合
1つめの経営の経営主等は、⑧欄に記入

をお願いします。２つめの経営の経営主等
は、⑨「もう一つの経営について」欄に
記入をお願いします。

満年齢早見表（99歳以上の人は、すべて99と記入してください）
（誕生日が７月１日以前の人の「満年齢」はこの表の満年齢から１歳加えてください。）

明治41 99 7 89 昭和3 79昭和13 69昭和23 59昭和33 49昭和43 39昭和53 29昭和63 19

42 98 8 88 4 78 14 68 24 58 34 48 44 38 54 28 64 18

43 97 9 87 5 77 15 67 25 57 35 47 45 37 55 27平成元 18
44 96 10 86 6 76 16 66 26 56 36 46 46 36 56 26 2 17

45 95 11 85 7 75 17 65 27 55 37 45 47 35 57 25 3 16

大正元 95 12 84 8 74 18 64 28 54 38 44 48 34 58 24 4 15

2 94 13 83 9 73 19 63 29 53 39 43 49 33 59 23

3 93 14 82 10 72 20 62 30 52 40 42 50 32 60 22

4 92 15 81 11 71 21 61 31 51 41 41 51 31 61 21
5 91昭和元 81 12 70 22 60 32 50 42 40 52 30 62 20

6 90 2 80

年齢早見表

10歳代50歳代 40歳代 30歳代 20歳代90歳代 80歳代 70歳代 60歳代

■ 調査票 ２頁

病気や高齢のためふだん仕事など何もし
ていない状況をいいます。

経営の後継者とは、
満15歳以上のもので、次の代でその家の

農林業経営を承継する者です。



【４】農業労働力
・農作業に従事した人だけではなく、農業経営に係る事務に

従事した人を含めて記入してください。
・雇用者には、受託した農作業を行うために雇い入れた人も

該当します。
日数の数え方

８時間を１日としてカウントします。
例えば、

１日２時間働いている方の場合4日で１日とカウントします。

あらかじめ７か月以上の契約で農業作業のために雇った
人の実人数、従事日数の合計を男女別に記入してください。

・雇った人であれば農場長や管理人も含めます。
・７か月に達してなくても、７か月以上雇う予定の人は
含めます。
・７か月以上の契約で雇い入れた者が、７か月未満で
やめた場合は「３ 日雇・季節雇」に記入してください。

１頁【１】経営体の特徴で「家族による経営でない」と答
えた方、又は一世帯複数経営の場合には記入してください。
「家族による経営でない」と答えた方

農業経営の仕事に従事していて、その仕事に責任を負う人
の人数を従事日数別に記入してください。

・経営に対して出資のみで仕事に従事していない人は
含めません。

・協業経営を行っている場合は参加世帯の責任者は含
めます。

一世帯複数経営の場合

農繁期などに臨時で雇った人のうち、「常雇」に計上さ
れなかった日雇、臨時雇などの実人数と従事日数の合計を
男女別に記入してください。

また、手伝い、手間替え・ゆい、農業研修生の受け入れ
の場合等の金品の授受を伴わない無償の受け入れ労働も含
めます。

一世帯複数経営の場合
農業用機械の名義が父であるか息子であるかにかか

わらず、機械を管理している方がその機械を所有して
いるとみなして記入してください。

一世帯複数経営の場合
お父さんの経営する農業を息子さんが、息子さんが経

営する農業をお父さんがそれぞれ手伝った場合には、そ
の分を含めて、農業労働力として男女別日数別に実人数
を記入してください。
・父の調査票には、息子夫婦などが手伝った場合
・息子の調査票には、父や母が手伝った場合

■ 調査票 ３頁



経営耕地面積は、
所有している面積から、他に貸している面積と耕

作を放棄した面積を差し引き、他から借り入れてい
る面積を加えた面積が経営耕地面積になります。

例 田の経営耕地の場合
250－２０－１０＋６０＝２８０

一世帯複数経営の場合
息子さんがお父さん名義の土地を利用して経営を行って

いる場合は、息子さんがその土地を所有しているものとみ
なして、息子さんの調査票に記入してください。

父調査票と息子調査票の合計の所有耕地面積が、家とし
ての全体の所有耕地面積になります。

【6】土地
土地台帳上の地目や面積に関係なく、現況の地目や面積で

記入してください。
（例えば山林として登記されていても畑として利用してい

れば畑の面積としての記入します。）
面積には、けい畔を含めた面積で記入してください。
また、他の市区町村にある土地も含めて記入してください。

所有している田は、
すでに原野化しているものなど、少し手を入れても耕地

として利用できなくなった土地は除きます。

うち、他に貸している田は、
無償で貸している場合、自ら参加する組織に出資してい

る場合などを含めます。

うち、耕作を放棄した田は、
転作のために休耕している田で、今後作付けする考えの

ある田は、耕作放棄した田には含めません。

他から借り入れている田は、
農作業の受託面積は含めませんが、経営を受託した面積

は含めます。
作物の栽培に利用している堤外地、官公有地も含めます。

樹園地は、
木本性周年作物を規則的又は連続的に栽培している土地

で果樹、茶、桑などが１アール以上まとまっており、肥培
管理している土地です。

また花木類などを５年以上栽培している土地も樹園地に
含めます。

稲を作った田は、
水稲を作った田の面積です。ただし、青刈り用稲は

「稲以外の作物だけを作った田」に記入してください。

うち、裏作を作った田は、
二毛作した田を記入してください。

何も作らなかった田は、
災害や労力不足、転作などで、過去１年間まったく作

付けしなかったものの、再び作付けする考えのある田の
面積を記入してください。
「耕作放棄した田」は含めません。



普通作物を作った畑
作物を栽培しているハウス、ガラス室の敷

地（果樹及びきのこ類の栽培に用いている施
設及び床面をコンクリートで覆っている施設
を除きます。）を含めます。

飼料用の作物や牧草のみを栽培した畑の面
積は除きます。

飼料用作物だけを作った畑
飼料用の作物や牧草のみを栽培した畑の

面積を記入してください。牧草だけを継続
して作った畑は「牧草専用地」に記入して
ください。

飼料用作物と牧草とを輪作している畑は、
ここに含めます。

牧草専用地
牧草だけを（輪作していない）継続的に

栽培している畑の面積を記入してください。

ハウス・ガラス室の面積
その中で普通の姿勢で作業できるものをい

います。水稲の育苗だけ、きのこ栽培だけに利
用したものは含めません。床面をコンクリート
で覆っている施設は含めます。

ハウス
強化プラスチック、ビニール等で園地全体

を被覆している施設です。雨よけ程度のもの
は含めません。

ガラス室
ガラス（ガラス繊維強化板を含む）でその

全部を被覆している恒久的な施設です。

【７】農産物の生産
販売を目的として作付けした作物の面積を

のべ面積で記入しください。
自給用のみを作付けた場合は含めませんが、

販売を目的として作付けたものを、一部自給
向けにしたものは含めます。

また、天候不順などで、結果的に販売でき
なかったものについても、当初の目的が販売
目的であれば、当該作物の作付け面積として
記入してください。

面積の記入について、１アールに満たない
場合でも、全て「１」と記入します。

野菜類
野菜類の作付けについては、販売目的で作付け又は栽培した野菜類のうち該当するすべての品目に○印を記入し

てください。
なお、作付け又は栽培している野菜が品目の中にない場合は、「その他の野菜」に○印を記入してください。
また、作付け面積については、品目すべての合計（のべ面積）を露地野菜、施設野菜に分けて記入してください。

例 露地でピーマンを10アール、はくさいを５アール作付けしている場合

品目ピーマン、はくさいに○印を記入
露地面積にピーマンの１０アールとはくさいの５アールをあわせた
面積の「１５」と記入 １０＋５＝１５アール

■ 調査票 ４頁



３ 販売目的で飼っている家畜等
共同放牧したり、外部に預託している家畜

は含めます。
また、会社などから飼養を委託されて飼養

管理しているもの（家畜、飼料などを委託側
が提供し、受託側は飼養管理労働にみに従事
した場合）は除きます。

子取り用めす牛
現在は子牛でも、将来、子牛の生産を行わ

せる目的で飼養しているものは含めます。

肥育中の牛
子牛でも、肥育用として飼養する予定の牛

も含めます。

売る予定の子牛等
子牛とは生後１年未満とします。子牛のま

ま又は数か月間飼育（１年未満）してから肥
育もと牛として販売する予定で飼養している
牛の頭数を記入してください。

子取り用めす豚
子取り用に飼育している6か月齢以上の

めす豚の頭数を記入してください。

肥育中の豚
種豚、将来子取り用にする予定の６か月

未満のめす豚、将来種おすにするか決まって
いないものも含めます。

ブロイラー
当初から「食用」として飼養し、原則と

してふ化後３か月未満で肉用として出荷し
たにわとりの羽数を記入してください。
「肉用種」「卵用種」は問いません。

なお、採卵鶏の廃鶏は含めません。

（５）工芸農作物、（６）花き類、２ 販売目的で栽培している果樹類
それぞれ、該当するすべての品目に○印を記入してください。

販売目的で作付け又は栽培した面積について、品目すべての合計面積
を露地、施設に分けて記入してください。

その他のかんきつ類とは、
はっさく、いよかん、ネーブルオレンジ、ポンカン、たんかん、ぶんたん、

ゆず、レモン、かぼす、すだちなどです。
その他の果樹とは、

いちじく、ぎんなんなどです。

■ 調査票 ５頁

採卵鶏
種卵用のにわとりを含めます。



【８】農産物の販売
肥料代、農薬代、飼料代などの諸経費を差し引き前の金額で記入し

てください。
なお、自ら生産した農畜産物を加工して販売した場合は、原料農畜

産物の見積額をもって販売金額とします。
また、よそから買ってきた農畜産物だけを加工して販売した場合は

農産物の販売には含みません。

農産物の販売があった場合
どの部門の販売金額（売上高）が多かったか、1位、２位、３位の部門に○印をつけてください。

同じ割合だった場合は、作付け面積の多い方を上位にしてください。
また、販売金額合計に対する割合を記入してください。
割合は四捨五入し、右詰めで記入してください。１割に満たないものは記入しないでください。
なお、割合の合計が10割を超える場合は、なるべく下位で調整してください。
また、４部門以上の販売がある場合は、割合の合計が10割に満たないこともあります。

すべての作業、
同一の世帯又は組織から、水稲

作のすべての作業を受託した場合
をいいます。

なお、経営を受託したものは耕
地の借入れとなり、ここには含め
ません。

耕起・代かき、稲刈り・脱穀、
乾燥・調製、耕起・整地、
中耕・培土

それぞれについて、
例えば耕起・代かきの場合
耕起と代かきを一緒に受託した
場合だけでなく、耕起と代かき
を別々に受託した場合や、
耕起と代かきの片方だけ受託し
た場合のいづれについても
その実面積を記入してください。

その他の農作業とは、上記水
稲作作業及びさとうきび作業以
外の農作業について、該当する
ものに○印を記入してください。

畜産とは、
家畜の飼養管理作業を受託し

た場合です。

酪農ヘルパーとは、
搾乳、飼料の給与、きゅう肥

の運搬作業を受託した場合です。

■ 調査票 ６頁



４ 過去１年間の農作業の受託料金収入について
必要経費等を差し引かずに、依頼者から、受け

取った金額で記入してください。

＊分収している山林とは、
土地を提供し、他人に造林

してもらい、そこから得られ
た林産物の収益を分配する契
約をしている山林のことをい
います。

所有している山林とは、
名義、登記等に関わらず、事

実上所有している山林の合計面
積を記入してください。

うち、他に貸している山林には
自分の土地を他人に分収させ

ている山林を含めます。

他から借り入れている山林には
他人の土地に分収している山

林を含めます。

「保有山林面積」＝「所有山林
面積」－「うち、他に貸している
山林」＋「他から借り入れている
山林」

■ 調査票 ７頁

預託牧場
預託料をとって牛馬を預かり、放牧をしている牧場をいいます。

この放牧場は都道府県や市区町村などの地方公共団体及び農協などが経営しているのが
一般的です。
共同利用採草・放牧場

地方公共団体、集落又は数戸の農家が、生草のまま又は乾草にして利用するため、共
同で採草をしている牧草地で、各戸に割地されていない採草場や、共同で牛などを放牧
する牧草地で、各戸に割地されていない放牧地のことです。

あらかじめの契約で林業作業の
ために雇った人の実人数、従事日
数の合計を男女別に記入してくだ
さい。

臨時で雇った人のうち、「常雇」
に計上されなかった臨時雇の実人
数と従事日数の合計を男女別に記
入してください。

臨時雇いとは、
・定額で日給を受給している方
・出来高給で受給している方
・日給、出来高給の併用で受給

している方など

２、常雇いした人、３臨時雇い
した人のうち、年間１５０日以上
林業労働に従事した人の合計人数
を記入してください。



下刈りなどとは
材木の育成のために行う下刈り、除伐、

つる切り、枝打ち、雪起こしなどの保育
作業をいいます。
切捨間伐とは

間伐した材木を山林にそのまま放置す
るなどして、いずれの用途にも利用しな
いことをいいます。
利用間伐とは

間伐した材木を、何らかの用途に使用
することをいいます。売却、自家利用は
問いません。

下刈りなどは、
同じ区画で、作業を年２回以上行った

場合、延べ面積ではなく実面積を記入し
てください。

特用林産物とは
薪、炭のほか、山林から採取したきの

こ、たけのこ、山菜などをいいますが、
栽培きのこ類、林業用苗木は含めません。

外部から立木を購入して素材を生産し
たものは除きます。

また、一石＝0.28m3で換算し、四捨
五入して記入してください。

林業作業の受託作業面積
受託したものを、再度、外部に委託し

たものを除き、実際に作業した面積を記
入してください。

受託料金収入について
必要経費等を差し引かずに、依頼者から、受け取った

金額で記入してください。

■ 調査票 ８頁


